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はじめに 

 

本計画は、障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨に基づき、障がい者雇用に関する職

員の理解の促進と受入体制の整備、環境整備を計画的に進めるため、同法第７条の３の規定

に基づき、計画期間をはじめ、達成しようとする目標、取組内容やその実施時期などについ

て定め策定するものです。 

総社市（市長部局）の障がいがある職員の実雇用率は，法定雇用率を達成しています。しか

し、令和８年７月以降から地方公共団体の法定雇用率が３．０％（現行２．８％）に引き上げら

れることとなっており、本計画で本委員会と連携する総社市では引き続き積極的な採用活動

を行い、法定雇用率の達成を維持するとともに，障がいのある職員のさらなる活躍を推進す

るための取組を進めていく必要があるとしています。 

なお、総社市農業委員会事務局は令和７年４月２１日から、総社市役所新庁舎５階が執務場

所となることから、設備や環境面に限っては令和７年４月２１日以降のものとし、それ以前の

２０日間限っては、前計画を承継させるものとする。 

 

 

第１章 基本的事項 

 

１ 機関名 

総社市農業委員会 

 

２ 任命権者 

総社市農業委員会 

 

３ 計画期間 

令和７年４月１日～令和１２年３月３１日（５年間） 

 

４ 計画の対象となる障がい者の範囲 

法第２条第１号の障がい者（身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）、

その他心身の機能障がいがあるため長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、職業生活

を営むことが著しく困難な者）で、総社市農業委員会が任命した職員とします。 

 

５ 「障害」の表記 

法令などの名称および法令などで定められている用語などで漢字表記が使用されている

場合、または機関や団体などの固有名詞が漢字表記となっている場合を除き、「障がい」と

記載しています。 



第２章 課題と目標 

 

１ 障がい者雇用に関する課題 

総社市農業委員会事務局は、職員総数が３人（兼務を除く）の小規模な機関です。これ

まで障がい者に限定したものも含め職員の募集・採用は行っておらず、障がいがある職

員の在籍もなく、障がい者の受け入れに必要な組織的な体制整備も特段行ってきません

でした。  

職員の任命権者は総社市農業委員会ですが、本委員会で職員採用は行っておらず、市

長部局からの出向による職員が在籍してきました。今後も組織の形態は変わらないと考

えられることから、障がい者に限定した募集・採用を本委員会が実施することはありま

せん。しかし、障がいがある職員が出向し在籍することは想定されます。 

障がいがある職員が、能力を発揮し活躍できる組織づくりのためには、障がい者雇用

への理解の促進と、受入の体制や環境整備が必要とされます。なお、新庁舎での執務にお

いては、多目的トイレ、エレベータ、ＯＡデスク、庁舎の出入口には自動ドアとスロー

プ、各フロアともに段差のない床を備えている状況にあります。 

 

２ 目標 

２-１ 採用に関する目標 

  常勤の職員が４０人未満の機関は「障害者の雇用の促進等に関する法律」により法定

雇用率の対象外となっていることと、本委員会が職員の募集・採用を実施することは

ないため、目標の設定は行いません。 

ただし、市長部局からの出向による職員が在籍する機会も想定した障がい者雇用へ

の理解の促進のための取組みを行います。 

 

２-２ 定着に関する目標 

障がいがある職員が在籍することとなった場合においては、定着状況のデータを把

握することとします。 

 

 

第３章 取組内容 

 

１ 障がい者の活躍を推進する体制整備 

障がいがある職員が在籍することとなった場合、障害者雇用推進者として総社市農業

委員会事務局長を選任します。 

なお、令和７年４月現在の職員定数のもとで、障がいがある職員が在籍した場合、当該

職員を含め常時勤務できる職員は３人であることから、農地転用事務の特殊性と当該職



員の障がいの程度に十分に配慮した体制整備をしなければなりません。 

 

（１）  障害者職業生活相談員（５人以上の障がい者を雇用する事業所は選任が必要）

の選任義務の有無に関わらず、障がいがある職員が在籍することとなった場合、

障がいがある職員の相談窓口を市長部局と連携して設定し、周知します。 

 

（２）  障害者職業生活相談員の選任義務が生じた場合には、３か月以内に選任すると

ともに、選任しようとする者が資格要件を満たさない場合には、労働局が開催す

る公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させます。 

 

（３）  市長部局が選任した障害者職業生活相談員に相談ができるよう市長部局と連携

を図ります。 

 

（４）  他の機関の事例や取組みを収集・検討することにも努め、職務の選定や体制整

備などに活かします。 

 

２ 障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

   障がいがある職員が在籍することとなった場合における、障がい者の活躍の基本とな

る職務の選定・創出に関する事項を示します。 

   なお、疾病や事故などにより障がい者（以下、「中途障がい者」という）となり従来の

業務遂行が困難となった職員から相談があった場合は、市長部局の人事担当課長をはじ

め、関係機関とも相談しつつ、負担なく遂行できる職務の選定および創出について対応

します。 

 

（１）  当該職員の特性や適正、能力、希望（可能な範囲において）も踏まえ、職務の

選定や創出について対応します。 

 

３ 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

   障がいがある職員が在籍することとなった場合における、障がい者の活躍を推進する

ための職務環境整備や働き方などに関する事項を示します。 

   なお、農業委員会委員並びに事務局職員は、平時より研修やパンフレットなどを通じ

て障がい者雇用への理解の促進のための取組みを行います。また、職務環境の不具合の

把握や改善を図ることにも努めます。 

 

  ３-１ 職務環境整備 

（１）  障害者雇用推進者は、相談のほか、事務の見直し・マニュアル作成の状況、障

がいがある職員に対して必要な配慮などの有無を把握することとし、その結果を

踏まえて市長部局の人事担当課長とともに検討を行い、継続的に必要な措置を講



じます。 

 

（２）  前項の措置を講じるに当たっては、当該職員からの要望を踏まえつつも、財政

的な面のみならず、当該職員並びに同僚職員にとって過重な負担にならない適切

な範囲で実施します。 

 

（３）  組織的なサポート体制や相談体制などの構築ついて、本委員会単独で充実した

体制を築くことは困難であるため、これらについては市長部局と合同で取り組む

こととします。 

 

３-２ 働き方 

（１）  働き方に有効で、かつそれが許される環境がある場合、事務局職員を対象にし

たフレックスタイム制度の適用も検討します。 

 

３-３ キャリア形成 

（１）  当該職員の希望なども踏まえつつ、農地転用に関するもの以外の分野であって

も、当該職員において将来に備えて必要な研修や訓練などである場合は受講でき

るよう配慮します。 

 

  ３-４ その他の人事管理 

（１）  障害者雇用推進者は、人事考課制度を活用や日ごろの面談を通じて、状況の把

握や体調への配慮をします。 

 

（２）  中途障がい者には、円滑な職場復帰のために職場環境の整備や働き方などへの

配慮をします。 

 

（３）  関係する機関との情報の共有や活用できる制度を通じて、当該職員への適切な

支援や配慮をすることに努めます。 

 

４ その他 

（１）  当該職員の意に反する形で個人情報などが取り扱われることのないよう、個人

情報の保護やプライバシーに配慮した適切な対応に努めます。 

 

（２）  国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づ

く障害者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進しま

す。 

 

 



第４章 計画の公表と修正 

 

１ 計画の実施状況の公表イメージ 

障がいがある職員が在籍することとなった場合のみ公表の対象とし、公表する項目は

次のとおりとします。 

（１） 評価年度 

（２） 実雇用率（採用に関する目標） 

（３） 定着の状況（常勤・非常勤とも、６か月、または１年の定着率） 

（４） 取組内容の実施状況 

（５） 障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出状況 

（６） 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理状況 

（７） 目標に対する達成度、および取組内容の実施状況に対する点検結果 

 

２ 計画の見直し・修正 

計画期間内においても計画内容の点検、点検結果を踏まえた必要な対策の実施などは

行うことができます。また、ＰＤＣＡに基づいて取組内容の修正を行うこともできます。 


